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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偶数多角形の環状のテーブル用の天板であって、
　前記多角形の環状に配置され、当該多角形の一辺を構成しており且つ直角三角形状の第
１端部とその反対側の第２端部とを有する複数のプレートと、
　隣り合う前記プレートの第１端部の斜辺同士を、展開状態と当該プレートが互いに重な
り合う折り畳み状態との間で開閉自在に連結する複数の蝶番と、
　隣り合うプレートの第２端部同士を着脱自在に連結する複数の連結部とを備えているテ
ーブル用の天板。
【請求項２】
　請求項１記載のテーブル用の天板において、
　前記プレートの第２端部は直角三角形状であり、
　前記連結部は隣り合う前記プレートの第２端部の斜辺同士を着脱自在に連結しているテ
ーブル用の天板。
【請求項３】
　円環状のテーブル用の天板であって、
　前記円環状に配置され、当該円環の一部を構成しており且つ第１端部とその反対側の第
２端部とを有する４以上の偶数の円弧状のプレートと、
　隣り合う前記プレートの第１端部同士を、展開状態と当該プレートが互いに重なり合う
折り畳み状態との間で開閉自在に連結する複数の蝶番と、
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　隣り合う前記プレートの第２端部同士を着脱自在に連結する複数の連結部とを備えてい
るテーブル用の天板。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載のテーブル用の天板において、
　前記プレートの少なくとも１つには、当該プレートを貫通する貫通孔が設けられている
テーブル用の天板。
【請求項５】
　請求項１～４の何れかに記載のテーブル用の天板と、
　前記天板の前記プレートの少なくとも３つに設けられ且つ当該プレートに対して略直角
に起立する起立位置から当該プレートに沿う折り畳み位置にかけて回動自在である脚部と
を備えている折り畳みテーブル。
【請求項６】
　請求項１～４の何れかに記載のテーブル用の天板と、
　前記天板の前記プレートの少なくとも３つに着脱自在に設けられた脚部とを備えている
折り畳みテーブル。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テーブル用の天板及びこれを備えた折り畳みテーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のテーブルとしては、四角形の環状の天板と、前記天板を支持する脚部とを備え
ている。脚部は天板から取り外し可能となっている。天板は、第１、第２端を各々有する
略Ｕ字状の第１、第２プレートと、第１プレートの第１端と第２プレートの第１端とに取
り付けられた第１蝶番と、第１プレートの第２端と第２プレートの第２端とに取り付けら
れた第２蝶番とを有している。前記天板は脚部を取り外した状態で、四角形の環状の展開
状態から第１、第２プレートを重ね合わせるように折り畳むことができる（特許文献１の
図７参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平０７-００５４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、折り畳まれた状態の第１、第２プレートは略Ｕ字状となる。よって、前記天
板は折り畳んだ状態でも大きく、可搬性が悪かった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みて創案されたものであって、その目的とするところは、可搬
性を向上させることができるテーブル用の天板及びこれを備えた折り畳みテーブルを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の第１テーブル用の天板は、偶数多角形の環状のテ
ーブル用の天板である。前記天板は、前記多角形の環状に配置され、当該多角形の一辺を
構成しており且つ直角三角形状の第１端部とその反対側の第２端部とを有する複数のプレ
ートと、隣り合う前記プレートの第１端部の斜辺同士を、展開状態と当該プレートが互い
に重なり合う折り畳み状態との間で開閉自在に連結する複数の蝶番と、隣り合うプレート
の第２端部同士を着脱自在に連結する複数の連結部とを備えている。
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【０００７】
　このような発明の態様による場合、連結部によるプレートの第２端部同士の連結を解除
する。その後、蝶番でプレートを展開状態から折り畳み状態にかけて回動させることによ
り、プレートを重ねて折り畳むことができる。すなわち、前記テーブル用の天板は、隣り
合う２つのプレート毎に分割され、当該プレートが重なり合うように折り畳まれる。よっ
て、前記テーブル用の天板は、２つのプレートがＵ字状に折り畳まれる従来のテーブル用
の天板に比べてコンパクトに折り畳むことができるので、可搬性が向上する。
【０００８】
　前記プレートの第２端部は直角三角形状とすることが可能である。この場合、前記連結
部は隣り合う前記プレートの第２端部の斜辺同士を着脱自在に連結している。このような
発明の態様による場合、プレートの第１、第２端部が同形状となるので、当該プレートを
同形状とすることが可能になる。
【０００９】
　本発明の第２テーブル用の天板は、円環状のテーブル用の天板である。前記天板は、前
記円環状に配置され、当該円環の一部を構成しており且つ第１端部とその反対側の第２端
部とを有する４以上の偶数の円弧状のプレートと、隣り合う前記プレートの第１端部同士
を、展開状態と当該プレートが互いに重なり合う折り畳み状態との間で開閉自在に連結す
る複数の蝶番と、隣り合う前記プレートの第２端部同士を着脱自在に連結する複数の連結
部とを備えている。
【００１０】
　このような発明の態様による場合、連結部によるプレートの第２端部同士の連結を解除
する。その後、蝶番でプレートを展開状態から折り畳み状態にかけて回動させることによ
り、プレートを重ねて折り畳むことができる。すなわち、前記テーブル用の天板は、隣り
合う２つのプレート毎に分割され、当該プレートが重なり合うように折り畳まれる。よっ
て、前記テーブル用の天板は、２つのプレートがＵ字状に折り畳まれる従来のテーブル用
の天板に比べてコンパクトに折り畳むことができるので、可搬性が向上する。
【００１１】
　前記プレートの少なくとも１つには、当該プレートを貫通する貫通孔が設けられた構成
とすることが可能である。このような発明の態様による場合、貫通孔に、ランタンポール
や鍋などを吊り下げるためのポールを挿入保持することが可能になる。
【００１２】
　本発明の第１折り畳みテーブルは、上述した何れかの態様のテーブル用の天板と、前記
天板の前記プレートの少なくとも３つに設けられ且つ当該プレートに対して略直角に起立
する起立位置から当該プレートに沿う折り畳み位置にかけて回動自在である脚部とを備え
ている。
【００１３】
　本発明の第２折り畳みテーブルは、上述した何れかの態様のテーブル用の天板と、前記
天板の前記プレートの少なくとも３つに着脱自在に設けられた脚部とを備えている。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】図１Ａは本発明の実施例に係る折り畳みテーブルの正面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは前記折り畳みテーブルの平面図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは前記折り畳みテーブルの底面図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは前記折り畳みテーブルの右側面図である。
【図１Ｅ】図１Ｅは前記折り畳みテーブルの斜視図である。
【図２】図２は前記折り畳みテーブルの脚部を折り畳んだ状態を示す底面図である。
【図３】図３は前記折り畳みテーブルの、プレートを折り畳んだ状態を示す平面図である
。
【図４】図４は前記折り畳みテーブルの収納状態を示す斜視図である。
【図５】図５は前記折り畳みテーブルの第１設計変形例を示す平面図である。
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【図６】図６は前記折り畳みテーブルの第２設計変形例を示す平面図である。
【図７】図７は前記折り畳みテーブルの第３設計変形例を示す平面図である。
【図８】図８は前記折り畳みテーブルの第４の設計変形例を示す模式的平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施例について図１Ａ～図４を参照しつつ説明する。
【００１６】
　図１Ａ～図２に示す折り畳みテーブルは、正四角形の環状の天板Ｔと、４つの脚部Ｌと
を備えている。前記テーブルは、天板Ｔの内側スペースを囲炉裏用のスペースとして用い
ることができるものである。以下、前記テーブルの各構成要素について詳しく説明する。
【００１７】
　天板Ｔは、プレート１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄと、蝶番２００ａ、２０
０ｂと、連結部３００ａ、３００ｂとを備えている。プレート１００ａ、１００ｂ、１０
０ｃ、１００ｄは、図１Ｂ及び図１Ｃに示すように、正四角形の環状に配置され、当該四
角環の一辺を構成している。
【００１８】
　プレート１００ａは、図１Ｃに示すように、フレーム１１０ａと、網部１２０ａと、一
対の梁部１３０ａとを有している。フレーム１１０ａは、スチール等の金属で構成された
台形状の枠体である。このフレーム１１０ａは、互いに平行な一対の対辺部と、直角三角
形状の第１端部１１１ａと、その反対側の直角三角形状の第２端部１１２ａとを有してい
る。第１端部１１１ａ、１１２ａは、斜辺１１１ａ１、１１２ａ１を有している。斜辺１
１２ａ１には、貫通孔である係合孔１１２ａ２が設けられている。網部１２０ａはフレー
ム１１０ａ内に設けられたスチールやアルミ等の金属製の金網である。網部１２０ａには
、貫通孔１２１ａが設けられている。貫通孔１２１ａには、天板Ｔの内側スペースを囲炉
裏スペースとして用いた際に囲炉裏上に鍋等を吊り下げるためのポール又はランタンを支
持するためのポールが挿入可能となっている。梁部１３０ａは角パイプであって、フレー
ム１１０ａの対辺部間に懸架されている。
【００１９】
　プレート１００ｂ、１００ｃ、１００ｄはプレート１００ａと同じ構成となっている。
図１Ａ～図４中において、１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃはフレームである。１１１ｂ、
１１１ｃ、１１１ｄはフレームの第１端部である。１１２ｂ、１１２ｃ、１１２ｄはフレ
ームの第２端部である、１１１ｂ１、１１１ｃ１、１１１ｄ１は第１端部の斜辺、１１２
ｂ１、１１２ｃ１、１１２ｄ１は第２端部の斜辺である。１１２ｂ２、１１２ｃ２、１１
２ｄ２は第２端部の係合孔である。１２０ｂ、１２０ｃ、１２０ｄは網部である。１２１
ｂ、１２１ｃ、１２１ｄは網部の貫通孔である。１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄは梁部で
ある。
【００２０】
　蝶番２００ａは、図１Ｃに示すように、隣り合うプレート１００ａの第１端部１１１ａ
の斜辺１１１ａ１とプレート１００ｂの第１端部１１１ｂの斜辺１１１ｂ１とを連結して
いる。この蝶番２００ａにより、プレート１００ａ、１００ｂが略Ｌ字状の展開状態（図
１Ｃ参照）と、プレート１００ａ、１００ｂが互いに重なり合う略Ｉ字状の折り畳み状態
（図３参照）との間で開閉自在（すなわち、回動自在）になっている。
【００２１】
　蝶番２００ｂは、図１Ｃに示すように、隣り合うプレート１００ｃの第１端部１１１ｃ
の斜辺１１１ｃ１とプレート１００ｄの第１端部１１１ｄの斜辺１１１ｄ１とを連結して
いる。この蝶番２００ｂにより、プレート１００ｃ、１００ｄが略Ｌ字状の展開状態（図
１Ｃ参照）と、プレート１００ｃ、１００ｄが互いに重なり合う略Ｉ字状の折り畳み状態
（図３を借りて参照）との間で開閉自在（すなわち、回動自在）になっている。
【００２２】
　連結部３００ａは、図１Ｃに示すように、略Ｕ字状の板金３１０ａと、ピン３２０ａと
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を有している。板金３１０ａは、プレート１００ａの第２端部１１２ａの斜辺１１２ａ１
とプレート１００ｄの第２端部１１２ｄの斜辺１１２ｄ１とに嵌合可能である。板金３１
０ａの両端部には、図示しない係合孔が開設されている。板金３１０ａが斜辺１１２ａ１
、１１２ｄ１に嵌合した状態で、板金３１０ａの係合孔が斜辺１１２ａ１、１１２ｄ１の
係合孔１１２ａ２、１１２ｄ２に連通する。ピン３２０ａは板金３１０ａの係合孔及び斜
辺１１２ａ１、１１２ｄ１の係合孔１１２ａ２、１１２ｄ２に挿入され、斜辺１１２ａ１
、１１２ｄ１を連結している。
【００２３】
　連結部３００ｂは、図１Ｃに示すように、略Ｕ字状の板金３１０ｂと、ピン３２０ｂと
を有している。板金３１０ｂは、プレート１００ｂの第２端部１１２ｂの斜辺１１２ｂ１
とプレート１００ｃの第２端部１１２ｃの斜辺１１２ｃ１とに嵌合可能である。板金３１
０ｂの両端部には、図示しない係合孔が開設されている。板金３１０ｂが斜辺１１２ｂ１
、１１２ｃ１に嵌合した状態で、板金３１０ｂの係合孔が斜辺１１２ｂ１、１１２ｃ１の
係合孔１１２ｂ２、１１２ｃ２に連通する。ピン３２０ｂは板金３１０ｂの係合孔及び斜
辺１１２ｂ１、１１２ｃ１の係合孔１１２ｂ２、１１２ｃ２に挿入され、斜辺１１２ｂ１
、１１２ｃ１を連結している。
【００２４】
　脚部Ｌは、図１Ｃ及び図２に示すように、回動脚４１０と、補強片４２０と、補強片４
３０とを有している。回動脚４１０は、円筒状のポールであって、長さ方向の一端部が一
対の梁部１３０ａ～１３０ｄのうちの一方に各々軸支されている。この回動脚４１０は、
プレート１００ａ～１００ｂに各々沿う折り畳み位置（図２参照）から当該プレート１０
０ａ～１００ｂに対して略直角に起立する起立位置（図１Ａ及び図１Ｄ参照）にかけて回
動自在になっている。回動脚４１０には、外側に凸のランナ４１１が設けられている。
【００２５】
　補強片４２０は長尺状の板である。この補強片４２０の長さ方向の一端側の部分には、
図１Ａ及び図１Ｄに示すように、前記長さ方向に延びた長孔４２１が設けられている。長
孔４２１に回動脚４１０のランナ４１１が移動自在に嵌合している。補強片４２０の長さ
方向の他端部は、フレーム１１０ａ～１１０ｄの外側の対辺部に各々軸支されている。補
強片４２０は、回動脚４１０の回動に伴って前記他端部を支点に折り畳み位置から懸架位
置にかけて回動自在になっている。補強片４２０は折り畳み位置でプレート１００ａ～１
００ｂに各々沿う。補強片４２０は懸架位置で回動脚４１０とフレーム１１０ａ～１１０
ｄの外側の対辺部との間に懸架され、回動脚４１０を支持する。
【００２６】
　補強片４３０は長尺状の板である。補強片４３０の長さ方向の一端部は回動脚４１０に
各々固着されている。補強片４３０の長さ方向の他端部はフレーム１１０ａ～１１０ｄの
内側の対辺部に各々軸支されている。この補強片４３０は、回動脚４１０の回動に伴って
前記他端部を支点に折り畳み位置から懸架位置にかけて回動自在になっている。補強片４
３０は折り畳み位置でプレート１００ａ～１００ｂに各々沿う。補強片４３０は、懸架位
置で回動脚４１０とフレーム１１０ａ～１１０ｄの内側の対辺部との間に懸架され、回動
脚４１０を支持する。
【００２７】
　以下、上述した構成の折り畳みテーブルを組み立てる手順について詳しく説明する。ま
ず、蝶番２００ａを支点に、プレート１００ａ、１００ｂを折り畳み状態から展開状態に
回動させる。これにより、プレート１００ａ、１００ｂが略Ｌ字状に展開する。同様に、
蝶番２００ｂを支点に、プレート１００ｃ、１００ｄを折り畳み状態から展開状態に回動
させる。これにより、プレート１００ｃ、１００ｄが略Ｌ字状に展開する。
【００２８】
　その後、プレート１００ａの第２端部１１２ａの斜辺１１２ａ１とプレート１００ｄの
第２端部１１２ｄの斜辺１１２ｄ１とを突き合わせる。同様に、プレート１００ｂの第２
端部１１２ｂの斜辺１１２ｂ１とプレート１００ｃの第２端部１１２ｃの斜辺１１２ｃ１
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とを突き合わせる。この状態で、板金３１０ａを斜辺１１２ａ１、１１２ｄ１に取り付け
る。同様に、板金３１０ｂを斜辺１１２ｂ１、１１２ｃ１に取り付ける。その後、ピン３
２０ａを板金３１０ａの係合孔及び斜辺１１２ａ１、１１２ｄ１の係合孔１１２ａ２、１
１２ｄ２に挿入する。これにより、斜辺１１２ａ１、１１２ｄ１が連結される。同様に、
ピン３２０ｂを板金３１０ｂの係合孔及び斜辺１１２ｂ１、１１２ｃ１の係合孔１１２ｂ
２、１１２ｃ２に挿入する。これにより、斜辺１１２ｂ１、１１２ｃ１が連結される。
【００２９】
　その後、脚部Ｌの回動脚４１０を折り畳み位置から起立位置にかけて各々回動させる。
すると、補強片４２０、４３０が折り畳み位置から懸架位置にかけて回動する。これによ
り、回動脚４１０がプレート１００ａ～１００ｂに対して各々略直角に起立する。補強片
４２０、４３０は、回動脚４１０とフレーム１１０ａ～１１０ｄとの間に懸架される。
【００３０】
　以下、上述の通り組み立てられた折り畳みテーブルを折り畳む手順について詳しく説明
する。まず、脚部Ｌの回動脚４１０を起立位置から折り畳み位置にかけて各々回動させる
。すると、補強片４２０、４３０が懸架位置から折り畳み位置にかけて回動する。これに
より、回動脚４１０及び補強片４２０、４３０がプレート１００ａ～１００ｂに各々沿う
。
【００３１】
　その後、ピン３２０ａを板金３１０ａの係合孔及び斜辺１１２ａ１、１１２ｄ１の係合
孔１１２ａ２、１１２ｄ２から引き抜く。その後、板金３１０ａを斜辺１１２ａ１、１１
２ｄ１から取り外す。これにより、斜辺１１２ａ１、１１２ｄ１の連結が解除される。同
様に、ピン３２０ｂを板金３１０ｂの係合孔及び斜辺１１２ｂ１、１１２ｃ１の係合孔１
１２ｂ２、１１２ｃ２から引き抜く。その後、板金３１０ｂを斜辺１１２ｂ１、１１２ｃ
１から取り外す。これにより、斜辺１１２ｂ１、１１２ｃ１の連結が解除される。
【００３２】
　その後、蝶番２００ａを支点に、プレート１００ａ、１００ｂを展開状態から折り畳み
状態に回動させる。これにより、プレート１００ａ、１００ｂが互いに重なり合い、略Ｉ
字状に折り畳まれる。同様に、蝶番２００ｂを支点に、プレート１００ｃ、１００ｄを展
開状態から折り畳み状態に回動させる。これにより、プレート１００ｃ、１００ｄが互い
に重なり合い、略Ｉ字状に折り畳まれる。その後、図４に示すように、折り畳んだプレー
ト１００ａ、１００ｂと折り畳んだプレート１００ｃ、１００ｄとを積み重ね、収容袋に
入れる又はバンド等で固定する。これにより、天板Ｔを容易に可搬することができる。
【００３３】
　このような折り畳みテーブルによる場合、プレート１００ａの第１端部１１１ａの斜辺
１１１ａ１とプレート１００ｂの第１端部１１１ｂの斜辺１１１ｂ１とが蝶番２００ａで
連結されている。プレート１００ｃの第１端部１１１ｃの斜辺１１１ｃ１とプレート１０
０ｄの第１端部１１１ｄの斜辺１１１ｄ１とが蝶番２００ｂで連結されている。よって、
連結部３００ａによるプレート１００ａの第２端部１１２ａとプレート１００ｄの第２端
部１１２ｄとの連結を解除した状態で、プレート１００ａ、１００ｂを展開状態から折り
畳み状態にかけて回動させることにより、プレート１００ａ、１００ｂを重ねて略Ｉ字状
に折り畳むことができる。同様に、連結部３００ｂによるプレート１００ｂの第２端部１
１２ｂとプレート１００ｃの第２端部１１２ｃとの連結を解除した状態で、プレート１０
０ｃ、１００ｄを展開状態から折り畳み状態にかけて回動させることにより、プレート１
００ｃ、１００ｄを重ねて略Ｉ字状に折り畳むことができる。すなわち、前記テーブルは
、プレート１００ａ、１００ｂと、プレート１００ｃ、１００ｄとに二分割され、プレー
ト１００ａ、１００ｂが重なり合うように折り畳まれ、プレート１００ｃ、１００ｄが重
なり合うように折り畳まれる。このように前記折り畳みテーブルは、天板Ｔをコンパクト
に折り畳むことができるので、可搬性が向上する。
【００３４】
　しかも、プレート１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄが同形状であるので、プレ
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ート１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄを積み重ねた状態で収容袋に入れとしても
、プレート１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄの何れかの部分が突出してユーザー
に当たることがない。この点でも、前記テーブルの可搬性を向上させることができる。
【００３５】
　なお、上述した天板及び折り畳みテーブルは、上記実施例に限定されるものではなく、
特許請求の範囲の記載範囲において任意に設計変更することが可能である。以下、詳しく
述べる。
【００３６】
　上記実施例では、天板Ｔは正四角形の環状であるとした。しかし、天板は、偶数多角形
の環状又は円環状である限り任意に設計変更することが可能である。
【００３７】
　例えば、天板が、図５に示すように正六角形の環状である場合、６つのプレート１０ａ
～１０ｆは、正六角形の多角形の環状に配置され、当該正六角形の一辺を構成しており且
つ直角三角形状の第１端部１１ａ～１１ｆとその反対側の直角三角形状の第２端部１２ａ
～１２ｆとを有する。蝶番２０ａは、隣り合うプレート１０ａ、１０ｂの第１端部１１ａ
、１１ｂの斜辺１１ａ１、１１ｂ１同士を略Ｖ字状の展開状態と当該プレート１０ａ、１
０ｂが互いに重なり合う略Ｉ字状の折り畳み状態との間で開閉自在（回動自在）に連結す
る。蝶番２０ｂは、隣り合うプレート１０ｃ、１０ｄの第１端部１１ｃ、１１ｄの斜辺１
１ｃ１、１１ｄ１同士を略Ｖ字状の展開状態と当該プレート１０ｃ、１０ｄが互いに重な
り合う略Ｉ字状の折り畳み状態との間で開閉自在（回動自在）に連結する。蝶番２０ｃは
、隣り合うプレート１０ｅ、１０ｆの第１端部１１ｅ、１１ｆの斜辺１１ｅ１、１１ｆ１
同士を略Ｖ字状の展開状態と当該プレート１０ｅ、１０ｆが互いに重なり合う略Ｉ字状の
折り畳み状態との間で開閉自在（回動自在）に連結する。連結部３０ａは、隣り合うプレ
ート１０ａ、１０ｆの第２端部１２ａ、１２ｆの斜辺１２ａ１、１２ｆ１同士を着脱自在
に連結する。連結部３０ｂは、隣り合うプレート１０ｂ、１０ｃの第２端部１２ｂ、１２
ｃの斜辺１２ｂ１、１２ｃ１同士を着脱自在に連結する。連結部３０ｃは、隣り合うプレ
ート１０ｄ、１０ｅの第２端部１２ｄ、１２ｅの斜辺１２ｄ１、１２ｅ１同士を着脱自在
に連結する。プレート１０ａ～１０ｆは、プレート１００ａと長さ寸法が異なる以外、同
じ構成である。蝶番２０ａ～２０ｃは蝶番２００ａと同じ構成である。連結部３０ａ～３
０ｃも連結部３００ａと同じ構成である。なお、天板は、正四角形の環状体や正六角形の
環状体に限定されるものではなく、長方形の環状、六角形の環状又は八角形の環状等に設
計変更することが可能である。
【００３８】
　また、天板が図６に示すように円環状である場合、複数の１／４円弧状のプレート１０
ａ’～１０ｄ’は、前記円環状に配置され、当該円環の一部を構成しており且つ第１端部
１１ａ’～１１ｄ’とその反対側の第２端部１２ａ’～１２ｄ’とを有する。蝶番２０ａ
’は、隣り合うプレート１０ａ’、１０ｂ’の第１端部１１ａ’、１１ｂ’同士を、１／
２円弧状の展開状態と当該プレート１０ａ’、１０ｂ’が互いに重なり合う１／４円弧状
の折り畳み状態との間で開閉自在（回動自在）に連結する。蝶番２０ｂ’は、隣り合うプ
レート１０ｃ’、１０ｄ’の第１端部１１ｃ’、１１ｄ’同士を、１／２円弧状の展開状
態と当該プレート１０ｃ’、１０ｄ’が互いに重なり合う１／４円弧状の折り畳み状態と
の間で開閉自在（回動自在）に連結する。連結部３０ａ’は、隣り合うプレート１０ａ’
、１０ｄ’の第２端部１２ａ’、１２ｄ’同士を着脱自在に連結する。連結部３０ｂ’は
、隣り合うプレート１０ｂ’、１０ｃ’の第２端部１２ｂ’、１２ｃ’同士を着脱自在に
連結する。プレート１０ａ’～１０ｄ’は、プレート１００ａと形状が異なる以外、同じ
構成である。蝶番２０ａ’～２０ｃ’は蝶番２００ａと同じ構成である。連結部３０ａ’
～３０ｃ’も連結部３００ａと同じ構成である。なお、プレート１０ａ’～１０ｄ’は、
４つに限定されることなく、４以上の偶数である限り任意に設計変更することが可能であ
る。例えば、プレートが６つである場合には、当該プレートは１／６円弧状となり、蝶番
及び連結部は３つとなる。プレートが８つである場合には、当該プレートは１／８円弧状
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となり、蝶番及び連結部は４つとなる。
【００３９】
　上述したプレートは、フレームと、網部と、一対の梁部とを有する構成であるとした。
しかし、プレートは、偶数多角形の環状に配置され、当該多角形の一辺を構成しており且
つ直角三角形状の第１端部とその反対側の第２端部とを有する、又は、円環状に配置され
、当該円環の一部を構成しており且つ第１端部とその反対側の第２端部とを有する限り任
意に設計変更することが可能である。例えば、図７に示す天板Ｔ’ように、プレート１０
０ａ’、１００ｂ’、１００ｃ’、１００ｄ’を木製又はアルミなどの金属製の板とする
ことが可能である。天板以外の構成は、上記実施例と同じである。なお、天板が正四角形
以外の偶数多角形又は円環状である場合にも、プレートを上述した板で構成することが可
能である。
【００４０】
　上述したプレートの第２端部は直角三角形状であるとしたが、その形状は任意に設計変
更することが可能である。例えば、図８に示すように、プレート１００ａ’’、１００ｂ
’’、１００ｃ’’、１００ｄ’’の第２端部１１２ａ’’、１１２ｂ’’、１１２ｃ’
’、１１２ｄ’’を矩形状とすることが可能である。この場合、連結部３００ａ’’は、
プレート１００ａ’’、１００ｄ’’の第２端部１１２ａ’’、１１２ｄ’’を着脱自在
に連結し、連結部３００ｂ’’は、プレート１００ｂ’’、１００ｃ’’の第１端部１１
２ｂ’’、１１２ｃ’’を着脱自在に連結している。なお、天板が正四角形以外の偶数多
角形又は円環状である場合にも、プレートの第２端部を直角三角形状以外の形状に設計変
更することが可能である。
【００４１】
　上記実施例では、プレート１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄは、貫通孔１２１
ａを有するとした。しかし、貫通孔は省略可能である。また、貫通孔は、プレートの少な
くとも一つに設けることが可能である。なお、天板が正四角形以外の偶数多角形又は円環
状である場合にも、プレートの少なくとも一つに貫通孔を設けることが可能である。
【００４２】
　上述した連結部は、板金と、ピンとを有するとした。しかし、連結部は、プレートの第
２端部同士を着脱自在に連結し得るものである限り任意に設計変更することが可能である
。例えば、連結部を略Ｕ字状の係止片とし、この係止片の両端部を隣り合うプレートの第
２端部の係合溝又は係合孔に係合させる構成とすることが可能である。また、連結部は、
隣り合うプレートのうちの一方のプレートの第２端部に旋回可能な係止片と、他方のプレ
ートの第２端部に設けられた係止凸部とを有する構成とすることが可能である。この場合
、係止片を旋回させ、当該係止片の係止凹部に係止凸部を係止させることにより、隣り合
うプレートの第２端部同士を着脱自在に連結する。なお、全連結部は同じ構成である必要
はなく、個々の連結部が異なる構成とすることが可能である。
【００４３】
　上記実施例では、テーブルは、回動脚４１０及び補強片４２０、４３０を有する４つの
脚部Ｌを備えているとした。しかし、脚部は、天板のプレートの少なくとも３つに設けら
れ且つ当該プレートに対して略直角に起立する起立位置から当該プレートに沿う折り畳み
位置にかけて回動自在である又は天板のプレートの少なくとも３つに着脱自在に設けられ
ている限り任意に設計変更することが可能である。後者の例としては、脚部は、前記プレ
ートの底面に設けられた筒状のパイプに着脱自在に内嵌又は外嵌可能な筒状のパイプとす
ることが可能である。なお、前記プレートのパイプに内嵌する場合には、脚部は棒とする
ことが可能である。
【００４４】
　なお、上記実施例では、天板及び折り畳みテーブルの各部を構成する素材、形状、寸法
、数及び配置等はその一例を説明したものであって、同様の機能を実現し得る限り任意に
設計変更することが可能である。なお、上記実施例では、天板Ｔの内側スペースが囲炉裏
スペースとして用いられるとしたが、これに限定されるものではない。すなわち、本発明
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【符号の説明】
【００４５】
　Ｔ・・・・・・天板
　１００ａ・・・プレート
　　１１１ａ・・第１端部
　　　１１１ａ１・斜辺
　　１１２ａ・・第２端部
　　　１１２ａ１・斜辺
　１００ｂ・・・プレート
　　１１１ｂ・・第１端部
　　　１１１ｂ１・斜辺
　　１１２ｂ・・第２端部
　　　１１２ｂ１・斜辺
　１００ｃ・・・プレート
　　１１１ｃ・・第１端部
　　　１１１ｃ１・斜辺
　　１１２ｃ・・第２端部
　　　１１２ｃ１・斜辺
　１００ｄ・・・プレート
　　１１１ｄ・・第１端部
　　　１１１ｄ１・斜辺
　　１１２ｄ・・第２端部
　　　１１２ｄ１・斜辺
　２００ａ・・・蝶番
　２００ｂ・・・蝶番
　３００ａ・・・連結部
　３００ｂ・・・連結部
　Ｌ・・・・・・脚部
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